
Q＆A
Ｑ１：他の修学資金と併用して貸与を受けることができますか？

Ａ１：卒業後に看護師として就業することにより返還が免除される修学資金との併用はできません。
　　 （独立行政法人日本学生支援機構の奨学金等は併用可能）

Ｑ２：１年生しか貸与を受けられませんか？

Ａ２：学年に関係なく貸与を受けることができます。ただし、貸与を受けることができる期間は、
　　　決定を受けたときからの正規の修学期間となります。
　　　（例：４年制大学で２年生から借りた場合３年間）

Ｑ３：連帯保証人２人を両親とすることはできますか？

Ａ３：できません。両親の内、どちらか１人までです。なお、申請者が未成年である場合は、
　　　連帯保証人のうち１人を必ず申請者の法定代理人（保護者など）としてください。

Ｑ４：看護師国家試験に不合格だった場合は直ちに返還しなければなりませ
　　　んか？

Ａ４：直ちに返還にはなりません。翌年度に実施される看護師国家試験（２回目の受験）に合格し
　　　て、直ちに静岡がんセンターに就職した場合は免除の対象となります。しかしながら、２回目
　　　の受験も不合格の場合は全額返還いただきます。

Ｑ５：修学資金を借りたほうが静岡がんセンターへの就職には有利ですか？

Ａ５：修学資金の貸与の有無と採用の合否は無関係であり、貸与が看護職員採用選考の合格を
　　　保証するものではありません。

Ｑ６：最終学年でも貸与申請をすることは可能ですか？

Ａ６：看護師養成施設の最終学年に在学中の方は、職員採用試験の申込みと修学資金貸与の
　　　申込みを同時に提出された場合のみとなります。職員採用試験と修学資金の面接を一度に
　　　行います。

Ｑ７：看護師養成施設を卒業した後、がんセンターに就職せずに進学した場
　　　合は、直ちに返還しなければなりませんか？

Ａ７：返還の義務が生じますが、看護師としての資質向上に寄与する大学又は大学院に進学し、
　　　在学している場合は、正規の修学期間に限って、申請により返還を猶予することができます。

Ｑ８：１年生の時に貸与申請をしましたが、不貸与となってしまいました。
　　　２年生に進級後、再度貸与申請をすることは可能ですか？

Ａ８：正規の修業期間中でしたら、何度でも申請することは可能です。また、修学資金が不貸与
　　　 となった場合でも、看護職員採用試験で合格しないということではありません。

Ｑ９：返還する場合、毎月の返還額はいくらですか？

Ａ９：繰上げ返還を除き毎月５万円ずつ返還していただきます。万一、返還が滞った場合は遅延
　　　 利息が発生するのでご注意ください。




